
�愛媛県告示第１４８２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第９条第１項の規定に基づく一般廃棄物処理施

設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において準用する

法第８条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第５条の３第１項の申請書及び法第９条第２項において準

用する法第８条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局循環型社

会推進課及び西条保健所並びに新居浜市役所において告示の日から

１月間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

財団法人愛媛県廃棄物処理センター

松山市一番町４丁目４番地２

理事長 三木 輝久

２ 一般廃棄物処理施設の設置の場所

新居浜市磯浦町１８番７８号

３ 一般廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条第１項に規定

するごみ処理施設

４ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、特別管理一般廃棄物、し尿処理施設

及びし尿浄化槽汚泥

５ 申請年月日

平成２３年１２月１６日

６ 意見書の提出

当該一般廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該一般廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び西条保健所

�������
�愛媛県告示第１４８３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局

循環型社会推進課及び西条保健所並びに新居浜市役所において告示

の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

発 行 愛 媛 県
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

財団法人愛媛県廃棄物処理センター

松山市一番町４丁目４番地２

理事長 三木 輝久

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

新居浜市磯浦町１８番７８号

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第３号、第５

号、第８号、第１３号の２に規定する産業廃棄物の焼却施設

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻＊、汚泥、廃油＊、廃酸＊、廃アルカリ＊、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ばいじん＊、

感染性産業廃棄物

＊特別管理産業廃棄物を含む

５ 申請年月日

平成２３年１２月１６日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び西条保健所

�������
�愛媛県告示第１４８４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局

循環型社会推進課及び八幡浜保健所並びに大洲市役所において告示

の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

有限会社八多浪クリーンセンター

大洲市上須戒甲５８番地１

代表取締役 大石 好美

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

大洲市上須戒甲５８番地１

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第１４号ロに規

定する安定型最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ゴムくず、

金属くず、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改

築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」（石

綿含有産業廃棄物を含む。）、がれき類（石綿含有産業廃棄物を

含む。）

５ 申請年月日

平成２３年１２月１６日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び八幡浜保健所

�������
�愛媛県告示第１４８５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

セブンスター垣生店

松山市東垣生町１０４番地 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社セブンスター

松山市東石井一丁目７番１３号

代表取締役 玉置 泰

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社セブンスター

松山市東石井一丁目７番１３号

代表取締役 玉置 泰

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２４年８月１６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，９３４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１２６台

イ 駐輪場の収容台数

１１０台

愛 媛 県 報平成２３年１２月２７日 第２３３１号
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ウ 荷さばき施設の面積

９１．６平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３４．５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後８時まで

２ 届出年月日

平成２３年１２月１５日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１４８６号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

大洲市肱川町山鳥坂４４６の２、４４９の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１４８７号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立乙５５７の１３

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４８８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市観音原町乙１の１９、乙１の２０、乙１の２６、乙１の２７、

乙１の３１、乙１の３２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４８９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市観音原町乙１の２４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１４９０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市観音原町乙１の３３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１４９１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

愛 媛 県 報平成２３年１２月２７日 第２３３１号
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示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市長 三好幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域

� 位置

西予市明浜町俵津８番耕地５０４番地１地先から同２番耕地８７４

番３地先までの公有水面

� 区域

埋立区域�
次の１０８点から１３９点までを順次直線で結んだ線並びに１３９点

と１０８点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点３（西予市明浜町俵津２番耕地９００番５地先の道（国道

３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分３１秒、東経１３２度

２９分３８秒の地点

１０８点は、基点３から真北１８９度０５分３０秒２０１．６１メートルの地

点

１０９点は、１０８点から真北２３２度２７分０６秒０．０９メートルの地点

１１０点は、１０９点から真北２３２度２４分５８秒０．７１メートルの地点

１１１点は、１１０点から真北２３２度２４分５５秒７．１１メートルの地点

１１２点は、１１１点から真北３１９度２５分４３秒０．１７メートルの地点

１１３点は、１１２点から真北２２９度２５分２５秒３．０１メートルの地点

１１４点は、１１３点から真北２３２度２５分０２秒４．１０メートルの地点

１１５点は、１１４点から真北１４２度２４分５２秒１．３１メートルの地点

１１６点は、１１５点から真北４７度４５分３７秒２．４１メートルの地点

１１７点は、１１６点から真北１３７度５６分０１秒８．６２メートルの地点

１１８点は、１１７点から真北１３５度０４分２５秒１０．００メートルの地点

１１９点は、１１８点から真北１３０度１６分１２秒１０．００メートルの地点

１２０点は、１１９点から真北１２５度３７分０７秒１０．００メートルの地点

１２１点は、１２０点から真北１２０度４９分３４秒１０．００メートルの地点

１２２点は、１２１点から真北１１５度２６分２８秒７．３８メートルの地点

１２３点は、１２２点から真北１１５度２６分５１秒０．８８メートルの地点

１２４点は、１２３点から真北１１５度２６分３７秒２．７０メートルの地点

１２５点は、１２４点から真北２０３度１８分５９秒２．３６メートルの地点

１２６点は、１２５点から真北１１３度１８分５８秒３．１１メートルの地点

１２７点は、１２６点から真北２３度１８分５７秒３．００メートルの地点

１２８点は、１２７点から真北２９３度１９分０３秒２．３８メートルの地点

１２９点は、１２８点から真北２３度１９分０２秒９．９１メートルの地点

１３０点は、１２９点から真北２３度１９分０２秒２．０１メートルの地点

１３１点は、１３０点から真北２９１度０９分４１秒０．８９メートルの地点

１３２点は、１３１点から真北２３度１７分２５秒０．１１メートルの地点

１３３点は、１３２点から真北２９３度４５分０３秒２．３８メートルの地点

１３４点は、１３３点から真北２９３度２９分５３秒０．８８メートルの地点

１３５点は、１３４点から真北２９６度１９分４１秒７．０３メートルの地点

１３６点は、１３５点から真北３０１度０５分２９秒１０．００メートルの地点

１３７点は、１３６点から真北３０６度３２分１４秒１０．００メートルの地点

１３８点は、１３７点から真北３１３度１０分０９秒１０．００メートルの地点

１３９点は、１３８点から真北３１６度１８分５８秒１０．１６メートルの地点

� 面積

埋立区域�
７５１．７９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１９年２月２２日 愛媛県指令１８港第４０１号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年１２月２７日

�������
�愛媛県告示第１４９２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社クラレ

岡山県倉敷市酒津１６２１番地

取締役社長 伊藤 文大

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社クラレ西条事業所

西条市朔日市８９２番地

３ 特定施設に関する事項

� ポバール洗浄施設�６、�７（２基）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第４６号イ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１３トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約３か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２５年４月１日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～８

最大 ７～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６８０

最大 １，８８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

愛 媛 県 報平成２３年１２月２７日 第２３３１号
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りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４０

最大 ２７７

備考 汚水等は、嫌気処理施設にて処理する。

� 好気処理施設

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第７４号 特定事業場から排
出される水の処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，５００立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２５年１月１日

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ５８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１．８

最大 １９．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．８

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１６２

最大 １，４４２

備考 汚水等は、ばっき凝集沈殿処理施設にて処理する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 嫌気処理施設

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２５年１月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物学的処理

処 理 施 設 の 型 式 嫌気性処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６１．００メートル 横３０．５７メートル
高さ１３．２０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 メタン発酵法

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～８

最大 ７～８

通常 ６～７

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，９５０

最大 ２，３９４

通常 １９５

最大 ２３９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．０

最大 １８．９

通常 １１．８

最大 １９．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １．０

通常 １．８

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１６２

最大 １，４４２

通常 １，１６２

最大 １，４４２

備考 汚水等は、好気処理施設にて処理する。

� 好気処理施設

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１１か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２５年１月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物学的処理

処 理 施 設 の 型 式 好気性処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４２．００メートル 横３０．５７メートル
高さ５．８０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連続

愛 媛 県 報平成２３年１２月２７日 第２３３１号
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、西条市から協議のあった市営土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・飯岡高砂地区）の施行に平

成２３年１２月５日同意した。

平成２３年１２月２７日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．９

最大 ３０．０

通常 ５．５

最大 ３０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２４．３

通常 ５．０

最大 ２４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 １．１

通常 ０．４

最大 １．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５，５０２

最大 １９，０１２

通常 １５，５０２

最大 １９，０１２

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．２

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ８．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５５，４８０

最大 ６７，２５０

備考 この他に、雨水排水口が４箇所ある。

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～７

最大 ６～８

通常 ６～７

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １９５

最大 ２３９

通常 ５０

最大 ５８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ３０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１．８

最大 １９．７

通常 １１．８

最大 １９．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．８

最大 ７．０

通常 １．８

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１６２

最大 １，４４２

通常 １，１６２

最大 １，４４２

備考 汚水等は、ばっき凝集沈殿処理施設にて処理する。

� ばっき凝集沈殿処理施設

設 置 年 月 日 昭和１１年７月１１日

処 理 施 設 の 種 類 生物学的処理及び物理学的処理

処 理 施 設 の 型 式 好気性処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２３０．０メートル 横２４．０メートル
高さ３．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ばっ気及び沈降

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～７．０

最大 ５．０～８．５

通常 ５．０～７．０

最大 ５．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０．１

最大 ３４．８

通常 １９．１

最大 ３１．７
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�愛媛県告示第１４９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松前町岡田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２３年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊賀上 靖 正 伊予郡松前町大字大間１０８番地

〃 伊賀上 素 行 伊予郡松前町大字大間２４番地１

〃 仙 波 正 宏 伊予郡松前町大字上高柳２４３番地

〃 大 西 一 郎 伊予郡松前町大字上高柳１２７番地

〃 池 内 靖 伊予郡松前町大字恵久美１１７番地

〃 大 政 行 秀 伊予郡松前町大字恵久美２５１番地

〃 重 川 鐵 伊予郡松前町大字昌農内１７４番地

〃 大 西 利 光 伊予郡松前町大字昌農内６１０番地１

〃 宮 下 定 治 伊予郡松前町大字西高柳２７５番地１

〃 森 田 勝 廣 伊予郡松前町大字西高柳１６６番地

〃 今 井 弘 尚 伊予郡松前町大字西古泉２０３番地

〃 福 島 清 繁 伊予郡松前町大字西古泉７６番地

〃 茂 川 桂 伊予郡松前町大字北川原２０７番地

〃 大 川 泰 範 伊予郡松前町大字北川原３５７番地

〃 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２

〃 山 本 達 雄 伊予郡松前町大字北川原１５５０番地

監 事 足 立 泰 伊予郡松前町大字上高柳２７５番地

〃 池 内 征 之 伊予郡松前町大字恵久美１０６番地

〃 池 内 利 文 伊予郡松前町大字昌農内６２５番地

〃 木 村 太 一 伊予郡松前町大字北川原９４３番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊賀上 靖 正 伊予郡松前町大字大間１０８番地

〃 大 政 一 夫 伊予郡松前町大字大間１８０番地

〃 大 西 康 哉 伊予郡松前町大字上高柳３６６番地

〃 仙 波 忠 亀 伊予郡松前町大字上高柳１５４番地

〃 郷 田 忠 伊予郡松前町大字恵久美５２９番地

〃 大 政 行 秀 伊予郡松前町大字恵久美２５１番地

〃 大 西 富 夫 伊予郡松前町大字昌農内５９７番地

〃 関 谷 孝 昭 伊予郡松前町大字昌農内１６６番地

〃 森 田 一 宏 伊予郡松前町大字西高柳９８番地３

〃 川 中 真 琴 伊予郡松前町大字西高柳３１４番地

〃 今 井 弘 尚 伊予郡松前町大字西古泉２０３番地

〃 泉 軍 二 伊予郡松前町大字西古泉７５番地

〃 忽 那 利 正 伊予郡松前町大字北川原７４２番地

〃 茂 川 利 勝 伊予郡松前町大字北川原７２６番地

〃 三 木 宗 明 伊予郡松前町大字北川原１４３７番地

〃 戒 田 岑 雄 伊予郡松前町大字北川原１２６４番地

監 事 郷 田 弘 久 伊予郡松前町大字大間１９１番地２

〃 烏 谷 忠 夫 伊予郡松前町大字西高柳１１８番地

〃 常 盤 尚 徳 伊予郡松前町大字西古泉２３番地

〃 岡 本 正 剛 伊予郡松前町大字北川原１５０２番地

�愛媛県告示第１４９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮４２７番から

同町新宮４２５番地先まで

旧 ５．５～１８．０ ０．１４３

新 １２．０～１９．５ ０．１２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘字鍛冶屋甲３４４２番３から

同字甲３４３５番１２まで
平成２３年１２月２７日
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�愛媛県告示第１４９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１４９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１４９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第４９号

平成２３年１２月１６日
東温市牛渕字門田２２５番１

松山市南土居町３０番地１

株式会社イナショー

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第５０号

平成２３年１２月１９日
伊予市宮下字屋鋪窪７５１番１

伊予市宮下７７７番地１

有限会社藤岡精機

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線

上浮穴郡久万高原町直瀬甲３２４７番２から

同町直瀬甲３６９０番１地先まで
旧 ３．７～１１．６ ０．２０４

上浮穴郡久万高原町直瀬甲３２４７番２から

同町直瀬甲３６９０番３まで
新 ８．３～１５．５ ０．１９７

〃 美川川内線

上浮穴郡久万高原町直瀬甲３６９０番２から

同町直瀬甲３２４７番２まで
旧 ３．７～１９．９ ０．１９３

上浮穴郡久万高原町直瀬甲３６９０番２から

同町直瀬甲３２８０番１０まで
新 ８．３～２５．７ ０．１９３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万高原町直瀬甲３２８６番４から

同町直線甲３２３２番３まで
平成２３年１２月２７日

〃 〃
上浮穴郡久万高原町直瀬甲３７２６番３地先から

同町直線甲３６９０番３まで
〃

〃 美川川内線
上浮穴郡久万高原町直瀬甲３６９０番２から

同町直線甲３７２６番３まで
〃
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�愛媛県告示第１５０１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県宇和島保健所及

び宇和島市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県宇和島保健所長 冨 田 直 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

鹿島建設株式会社

東京都港区元赤坂一丁目３番１号

代表取締役社長 中村 満義

２ 事業場の名称及び所在地

平成２２－２４年度 近家トンネル第１工事

愛媛県宇和島市津島町近家

３ 特定施設に関する事項

�愛媛県告示第１５０２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県宇和島保健所及

び宇和島市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県宇和島保健所長 冨 田 直 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

西松建設株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目２０番１０号

代表取締役社長 近藤 晴貞

２ 事業場の名称及び所在地

平成２２－２４年度 近家トンネル第２工事

愛媛県宇和島市津島町岩松甲５８２－６

３ 特定施設に関する事項

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７１号 自動式車両洗
浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １０ｔダンプトラック３００台／日
洗浄容量 ６�／日

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工の２週間後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 ８時～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．５

最大 ６．０

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．５

最大 ６．０

※汚水は施設内で循環利用するため排出水はありません。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７１号 自動式車両洗
浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １０ｔダンプトラック３００台／日
洗浄容量６�／日

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工の２週間後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 ８時～１２時、１３時～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．５

最大 ６．０

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．５

最大 ６．０

※汚水は施設内で循環利用するため排出水はありません。

愛 媛 県 報平成２３年１２月２７日 第２３３１号
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�愛媛県告示第１５０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小倉三間線
宇和島市三間町黒川３９０番３から

同町大内６１４番１地先まで

旧 ５．０～３３．０ ０．６７２

新 １２．５～６６．０ ０．６７２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小倉三間線
宇和島市三間町黒川３９０番３から

同町大内６１４番１地先まで
平成２３年１２月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂２６０番３から

同町山鳥坂２６２番１まで
平成２３年１２月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町三嶋１７７６番地先から

同町三嶋１７５８番地先まで
平成２３年１２月２７日
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２３年６月２４日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２３年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２３年及び平成２４年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２３年 平成２４年

平成２３年１月
から１２月まで

平成２３年７月
から平成２４年
６月まで

平成２４年１月
から１２月まで

平成２４年７月
から平成２５年
６月まで

まあじ ８，０００トン ４，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 （注）

（注）平成２４年のまさば及びごまさばの漁獲可能量については、管理の対
象となる期間が開始する前までに設定する。

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２３年及び平成２４年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２３年１月
から１２月まで

平成２４年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

５，６００トン ２，８００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年１２月１２日 特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本・
愛媛

立 川 百 恵 松山市衣山５丁目１５４０番地１ この法人は、米国ワシントン特別区の非営利法
人である「スペシャルオリンピックスインター
ナショナル」（以下「エスオー国際本部」とい
う。）の掲げる使命と目的及び諸規則に基づき、
知的発達障害のある人たち（以下「アスリート」
という。）とコーチ、ボランティアほか一般市
民が、日常のスポーツトレーニングや競技会、
大会、又はレクリエーションプログラムを通じ
て共に成長しながら、アスリートの自立と社会
参加を促進することを目的とする。その目的を
達成するために、この法人はスペシャルオリン
ピックス（以下「ＳＯ」という。）国内本部で
あるＳＯ日本の認証を得て設立し、同本部の定
める地区運営組織基準及び諸規則に基づき運営
し、担当地域全域にその事業を拡大するものと
する。
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なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２３年及び平成２４年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２３
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２３
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２４
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２４
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２３
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２４
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０
隻日

５，８８０
隻日

１６，５９０
隻日

５，８８０
隻日

７，４９０
隻日

７，４９０
隻日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２３年及び平成２４年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する燧灘及び
安芸灘

平成２３年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る燧灘及び安
芸灘

平成２４年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

さわら

流し網漁
業のうち、
さわら流
し網漁業
及びさご
し、めじ
か流し網
漁業

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する伊予灘

平成２３年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る伊予灘

平成２４年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する宇和海

平成２３年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る宇和海

平成２４年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため愛媛県資源管理指

針に基づく資源管理措置の着実な実施を推進するとともに、漁

業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく瀬

戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守され

るように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

�愛媛県人事委員会規則７－１１２２
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年１２月２７日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

人事委員会規則

改 正 後 改 正 前
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１ 省略

２ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１～１０１ 省略

１０２ ９０ ８９ 省略

１０３ ９１ ９０ 省略

１０４ ９２ ９０ 省略

１０５ ９３ ９１ 省略

１０６ ９３ ９１ 省略

１０７ ９４ ９２ 省略

１０８ ９４ ９２ 省略

１０９ ９５ ９３ 省略

１１０ ９５ ９４ 省略

１１１ ９６ ９５ 省略

１１２～１４１ 省略

３～５ 省略

６ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～１２３ 省略

１２４ ８５ 省略

１２５・１２６ 省略

１２７ ８６ 省略

１２８ ８６ 省略

１２９ 省略

１３０ ８７ 省略

１３１ ８７ 省略

１３２ ８７ 省略

１３３ ８８ 省略

１３４ ８８ 省略

１３５ ８８ 省略

１３６ ８８ 省略

１３７ ８９ 省略

１３８ ８９ 省略

１３９ ８９ 省略

１４０ ９０ 省略

１４１ ９０ 省略

１４２ ９０ 省略

１４３ ９１ 省略

１ 省略

２ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１～１０１ 省略

１０２ ９０ ９０ 省略

１０３ ９１ ９１ 省略

１０４ ９２ ９２ 省略

１０５ ９３ ９３ 省略

１０６ ９３ ９３ 省略

１０７ ９４ ９４ 省略

１０８ ９４ ９４ 省略

１０９ ９５ ９５ 省略

１１０ ９５ ９５ 省略

１１１ ９６ ９６ 省略

１１２～１４１ 省略

３～５ 省略

６ 医療職給料表�昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～１２３ 省略

１２４ ８６ 省略

１２５・１２６ 省略

１２７ ８７ 省略

１２８ ８７ 省略

１２９ 省略

１３０ ８８ 省略

１３１ ８８ 省略

１３２ ８８ 省略

１３３ ８９ 省略

１３４ ８９ 省略

１３５ ８９ 省略

１３６ ９０ 省略

１３７ ９０ 省略

１３８ ９０ 省略

１３９ ９１ 省略

１４０ ９１ 省略

１４１ ９１ 省略

１４２ ９２ 省略

１４３ ９２ 省略
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１４４ ９１ 省略

１４５ ９１ 省略

１４６ ９２ 省略

１４７ ９２ 省略

１４８ ９２ 省略

１４９ ９３ 省略

１５０ ９３ 省略

１５１ ９３ 省略

１５２ ９３ 省略

１５３ ９４ 省略

１５４ ９４

１５５ ９４

１５６ ９４

１５７ ９５

１５８ ９５

１５９ ９５

１６０ ９５

１６１ ９６

１６２ ９６

１６３ ９６

１６４ ９６

１６５ ９７

１６６ ９７

１６７ ９８

１６８ ９８

１６９ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１～１００ 省略

１０１ ６５ 省略

１０２～１０４ 省略

１０５ ６６ 省略

１０６ ６６ 省略

１０７・１０８ 省略

１０９ ６７ 省略

１１０ ６７ 省略

１１１ ６７ 省略

１１２ 省略

１１３ ６８ 省略

１１４ ６８ 省略

１１５ ６８ 省略

１１６ ６８ 省略

１４４ ９２ 省略

１４５ ９３ 省略

１４６ ９３ 省略

１４７ ９３ 省略

１４８ ９３ 省略

１４９ ９４ 省略

１５０ ９４ 省略

１５１ ９４ 省略

１５２ ９４ 省略

１５３ ９５ 省略

１５４ ９５

１５５ ９５

１５６ ９５

１５７ ９６

１５８ ９６

１５９ ９６

１６０ ９６

１６１ ９７

１６２ ９７

１６３ ９７

１６４ ９８

１６５ ９８

１６６ ９８

１６７ ９９

１６８ ９９

１６９ 省略

７ 中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１～１００ 省略

１０１ ６６ 省略

１０２～１０４ 省略

１０５ ６７ 省略

１０６ ６７ 省略

１０７・１０８ 省略

１０９ ６８ 省略

１１０ ６８ 省略

１１１ ６８ 省略

１１２ 省略

１１３ ６９ 省略

１１４ ６９ 省略

１１５ ６９ 省略

１１６ ６９ 省略
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１１７ ６９ 省略

１１８ ６９ 省略

１１９ ６９ 省略

１２０ 省略

１２１ ７０ 省略

１２２ ７０ 省略

１２３・１２４ 省略

１２５ ７１ 省略

１２６～１４９ 省略

７の２・７の３ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１～１０２ 省略

１０３ ５７ 省略

１０４ 省略

１０５ ５８ 省略

１０６ ５８ 省略

１０７ ５９ 省略

１０８ ５９ 省略

１０９ ５９ 省略

１１０ ６０ 省略

１１１ ６０ 省略

１１２ ６０ 省略

１１３ ６１ 省略

１１４ ６１ 省略

１１５ ６１ 省略

１１６ ６１ 省略

１１７ ６２ 省略

１１８ ６２ 省略

１１９ ６２ 省略

１２０ ６２ 省略

１２１ ６３ 省略

１２２ ６３ 省略

１２３ ６３ 省略

１２４ ６３ 省略

１２５ ６４ 省略

１２６ ６４ 省略

１２７ ６４ 省略

１２８ ６４ 省略

１２９～１３１ 省略

１３２ ６５ 省略

１３３ ６５ 省略

１１７ ７０ 省略

１１８ ７０ 省略

１１９ ７０ 省略

１２０ 省略

１２１ ７１ 省略

１２２ ７１ 省略

１２３・１２４ 省略

１２５ ７２ 省略

１２６～１４９ 省略

７の２・７の３ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１～１０２ 省略

１０３ ５８ 省略

１０４ 省略

１０５ ５９ 省略

１０６ ５９ 省略

１０７ ６０ 省略

１０８ ６０ 省略

１０９ ６１ 省略

１１０ ６１ 省略

１１１ ６１ 省略

１１２ ６１ 省略

１１３ ６２ 省略

１１４ ６２ 省略

１１５ ６２ 省略

１１６ ６２ 省略

１１７ ６３ 省略

１１８ ６３ 省略

１１９ ６３ 省略

１２０ ６３ 省略

１２１ ６４ 省略

１２２ ６４ 省略

１２３ ６４ 省略

１２４ ６４ 省略

１２５ ６５ 省略

１２６ ６５ 省略

１２７ ６５ 省略

１２８ ６５ 省略

１２９～１３１ 省略

１３２ ６６ 省略

１３３ ６６ 省略
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１３４ ６５ 省略

１３５ ６５ 省略

１３６～１３８ 省略

１３９ ６６

１４０ ６６

１４１ ６６

１４２ ６６

１４３～１４５ 省略

１４６ ６７

１４７ ６７

１４８ ６７

１４９ ６７

１５０～１５２ 省略

１５３ ６８

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の日から平成２４年３月３１日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職

時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとさ

れている職員を除く。）の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

�愛媛県人事委員会規則１２－６５
東日本大震災に対処するための職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の特例に関する規則及び東日本大震災に対処するための教

育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の特例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年１２月２７日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

東日本大震災に対処するための職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の特例に関する規則及び東日本大震災に対処するため

の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の特例に関する規則の一部を改正する規則

（東日本大震災に対処するための職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の特例に関する規則の一部改正）

第１条 東日本大震災に対処するための職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の特例に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－６３）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

２ この規則は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

（東日本大震災に対処するための教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の特例に関する規則の一部改正）

第２条 東日本大震災に対処するための教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の特例に関する規則（愛媛県人事委員会規則

１２－６４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

２ この規則は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

１３４ ６６ 省略

１３５ ６６ 省略

１３６～１３８ 省略

１３９ ６７

１４０ ６７

１４１ ６７

１４２ ６７

１４３～１４５ 省略

１４６ ６８

１４７ ６８

１４８ ６８

１４９ ６８

１５０～１５２ 省略

１５３ ６９

附 則

２ この規則は、平成２３年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この規則は、平成２３年１２月３１日限り、その効力を失う。

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

��������������
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２３年１２月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９３，４０８

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，８６９

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６５，５６８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県公営企業告示第９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年１２月２７日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第７９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定による解職

の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次のとおりであ

る。

平成２３年１２月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 選挙権を有する者の総数 １４，２４１

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ４，７４７

愛媛県選挙管理委員会告示

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０９４ １４，６９８

南 宇 和 郡 ２１，１８１ ７，０６１

松山市・上浮穴郡 ４２９，１８３ １３８，１９８

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４７，６９６ ４９，２３２

宇和島市・北宇和郡 ８５，０２２ ２８，３４１

八幡浜市・西宇和郡 ４２，５４０ １４，１８０

新 居 浜 市 １０２，２５０ ３４，０８４

西 条 市 ９３，５３５ ３１，１７９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５５，１０１ １８，３６７

伊 予 市 ３２，３７４ １０，７９２

四 国 中 央 市 ７５，９６４ ２５，３２２

西 予 市 ３６，１９２ １２，０６４

東 温 市 ２８，２７６ ９，４２６

公営企業告示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

シンチレーションカメラシステム
１式
（月額賃借料／県立今治病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２３年１２月１４日
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号剛堂会館
株式会社自治体病院共
済会

１，６８２，７３０円 一般競争入札 平成２３年１１月１日

平成２３年１２月２７日 発行
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